
北海道・札幌市の

子どもと家族の生活

北海道大学・北海道と札幌市は，2016年（一部 2017年）に「子どもの生活実態調査」を実施しました。
調査は北海道内の小5，中2，高2の子どもとその保護者，および2歳，5歳，小2の子どもを持つ保護者，
あわせて約 3万人を対象として行われ，約 70％の方から回答をいただききました。
このリーフレットは，その結果を広くお知らせすることを目的としています。
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札幌市子ども未来局子ども育成部子どもの権利推進課
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～子どもの貧因対策を考えるために～
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札幌市を除く北海道内の調査は北海道大学研究班と北海道が共同で，札幌市分は市の独自調査として実施し，研究班が札幌
市から分析を受託しています。質問項目は，収入と仕事，健康状態，暮らし向き，制度利用，進路希望等，多岐にわたり，こ
のリーフレットではその一部を使用しています。全体の結果は北海道，札幌市のそれぞれのホームページで公開されています。
北海道の 2 歳，5 歳は 2017 年に実施し，結果の分析中で，このリーフレットには掲載していません。それぞれの箇所に使用デー
タを示していますが，記載のない場合は 2 歳，5 歳を除く北海道・札幌市全体のものです。

調査に協力してくださった家族の世帯類型は表 1 のとおりです。全国のデータ（国民生活基礎調査）と比較して，母子世帯の
比率がやや高くなっています。

表 1：世帯類型（％）　
ふたり親世帯 ふたり親

＋祖父母 母子世帯 母子
＋祖父母 父子世帯 父子

＋祖父母 その他

71.9 9.8 11.9 3.7 1.0 0.7 0.9

所得階層区分について
このリーフレットでは，所得の影響を分析するために，所得階層の区分を用います。ただ，同じ所得でも世帯人数によっ
て生活水準が変わるため（同じ年収 300 万でも 2 人世帯と4 人世帯では異なるなど），世帯人数による調整を行った「相
対的貧困線（注 1）」を基準とした階層区分を用いています。これは厚生労働省が貧困率の推計を行う際に用いる基準です。

階層区分の名称 所得（注2）が相対的貧困線の
何倍であるか 所得 （参考）3人世帯の

税込み世帯年収
低所得層Ⅰ（低Ⅰ） 1.0 倍未満の世帯 低 243 万円（注 3）未満
低所得層Ⅱ（低Ⅱ） 1.0 ～ 1.4 倍未満の世帯 ～ 340 万 2 千円未満
中間所得層Ⅰ（中間Ⅰ） 1.4 ～ 1.8 倍未満の世帯 ～ 437 万 4 千円未満
中間所得層Ⅱ（中間Ⅱ） 1.8 ～ 2.5 倍未満の世帯 ～ 607 万 5 千円未満
上位所得層（上位） 2.5 倍以上の世帯 高 607 万 5 千円以上

注 1：等価可処分所得（1 人当たりの手取り収入）の中央値の 2 分の 1 の金額。国民生活基礎調査（H28）のデータを用いています。
注 2：可処分所得の推計値。　　注 3：2 人世帯の場合は 192 万円，4 人世帯の場合は 281 万円。

まず，家族の経済的な背景を理解するために，下
に紹介した所得階層区分を用いて，その分布をみ
てみます（図 1）。
全体的に所得格差があるなかで子育てが行われて
いること，母子世帯がより経済的に厳しい状況に
あることがわかります。また、年収で比較してみる
と全国の状況（国民生活基礎調査）に比べ低い傾
向にあります。
次ページ以降では，このような生活基盤のなかで，
子どものくらしやまなび，それを支える家族のくら
しがどのようになっているかをみていきます。

図 1: 所得階層（相対的貧困線比）の分布
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平成 27 年 12 月に「北海道子どもの貧困対策推進計画」（計画期間：平成 27 年度～平成 31 年度）を策定し，教育支援，
生活支援，保護者に対する就労支援，経済的支援を 4 つの柱として関連施策を総合的に推進しており，今回の実態調査で
明らかになったことを踏まえ，今後，次のような取組を進めます。

道と札幌市は，子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会の実現を目指し，連携しながら子ども
の貧困対策を進めています。

1	効果的な情報発信
福祉等の支援制度を知らない方が多かったこと，施策の情
報を得る手段で最も多かったのが「学校からのお便り」で
あったことなどを踏まえ，支援制度について学校を通じて
行き渡らせるよう，教育部門と連携して実施することとしま
す。

2	貧困の状況にある子どもの早期把握と支援
貧困の状況は周囲から分かりづらいことが多く，必要な支
援につながっていないケースもあると考えられることから，
心配なお子さんの情報を市町村の福祉部門や「要保護児
童対策地域協議会」につなぎ，対策を講じる仕組みを検討
しています。

3	ひとり親家庭への就労支援
道内 6 か所に「母子家庭等就業・自立支援センター」を設
置し，ハローワークと連携して就労支援を行っており，今後，
特に地方における支援を強化するため，各振興局に配置す
る母子・父子自立支援員が中心となり，センターと緊密に
連携し，ひとり親家庭の就労を支援する施策を検討してい
ます。

4	子どもの居場所づくりの推進
道では，市町村に対する居場所づくりの支援制度を平成
28 年度に創設し，支援を行っているところですが，子ども
食堂など道内各地で取り組まれている子どもの居場所の実
態把握を行い，先行事例の紹介などを行う手引の作成を進
め，子どもの居場所づくりが道内で幅広く展開できるよう，
取組を推進します。

札幌市では，実態調査から明らかとなった課題等を踏まえて，平成 29 年度末までに「札幌市子どもの
貧困対策計画」を策定します。

この計画では，平成 30 年度～ 34 年度までの 5 年間を計画期間として，第一に子どもの視点に立って，困難を抱えている
子どもとその保護者が必要な支援に結びつくための体制を整えるとともに，子どもの成長における諸段階に応じた切れ目の
ない支援を展開し，併せて保護者への必要な支援を実施することなどによって，子どもの暮らしを支えていきます。

札幌市子どもの貧困対策計画で取り組むこと

1		困難を抱える子どもや家庭を早期に把握し必要な支
援につなげる取組の推進
子どもの成長段階に応じた様々な場面での関わりを通じて，
抱えている困難を“早期に把握”し，“必要な支援につなげ
る”支援体制の充実強化や関係機関との連携の促進，支援
策の情報を確実に届けるための広報の充実などに取り組み
ます。

2	子どもの育ちと学びを支える取組の推進
子育て世帯の不安を解消する相談支援や子どもへの学習
支援，居場所づくりの推進などに取り組みます。

3	困難を抱える若者を支える取組の推進
進路支援や就労支援，相談支援など，若者の社会的自立
の推進に向けた支援などに取り組みます。

4	保護者の就労や生活基盤の確保
保護者への就労支援や，生活基盤を確保する経済的支援
などに取り組みます。

5	特に配慮を要する世帯への支援
社会的養護を必要とする子どもやひとり親家庭，生活保護
世帯や生活に困窮する世帯など，特に配慮を要する世帯へ
の生活状況などに応じたきめ細かな支援に取り組みます。

北海道・札幌市の取組

道のホームページにおいて，子育てに関する相談窓口や
各種支援制度についてお知らせしています。
是非ご覧ください。
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このリーフレットは，科学研究費基盤 A「子どもの貧困に関する総合的研究（代表：松本伊智朗）」による研究事業の一部です。
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